
第

三

千

三

十

六

号

平

成

三

十

一

年

四

月

二

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
公
園
事
業
の
変
更

(

環
境
企
画
課)

二
〇
七
ペ
ー
ジ

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

二
〇
七

公

示

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

二
〇
八

○
基
本
測
量
の
終
了

(

同

)

二
〇
八

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

二
〇
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
の
二
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業(

平
成
十
四
年
岐

阜
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
で
公
示
し
た
公
園
事
業
を
い
う
。)

の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

変
更
後
の
公
園
事
業

一

施
設
の
種
類

道
路(

歩
道)

二

規
模

山
頂
駅
コ
ー
ス

路
線
距
離

四
百
メ
ー
ト
ル

山
麓
駅
コ
ー
ス

路
線
距
離

千
メ
ー
ト
ル

三

管
理
又
は
経
営
の
方
法

飛
騨
御
嶽
高
原
高
地
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
エ
リ
ア
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
整
備
す
る
。
自
然
の

改
変
を
最
小
限
と
す
る
た
め
、
開
発
済
み
の
ス
キ
ー
場
ゲ
レ
ン
デ
を
利
用
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平成31年４月２日 岐 阜 県 公 報 第３０３６号( 207 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日



映
画

種
類

ラ
ス
ト
タ
ン
ゴ
・
イ
ン
・
パ
リ

牝
と
淫
獣
お
尻
で
ク
ラ
ク
ラ

ア
ン
ダ
ー
・
ユ
ア
・
ベ
ッ
ド

濡
れ
た
愛
情
ふ
し
だ
ら
に
暖
め
て

セ
ー
ル
ス
レ
デ
ィ
ホ
ッ
ト
な
愛
蜜

ホ
ロ
酔
い
の
情
事
秘
め
事
は
神
頼
み

題
名

等

コ
ピ
ア
ポ
ア
・
フ
ィ
ル
ム

(イ
タ
リ
ア
､
フ
ラ
ン
ス
)

オ
ー
ピ
ー
映
画

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
31年
４
月
２
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

公

示

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

電
子
国
土
基
本
図
修
正
、
国
土
広
域
情
報
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
県

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
五
月
七
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。
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平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

空
中
写
真
撮
影
、
オ
ル
ソ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
九
月
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

関
市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
富
加
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

富
加
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
作
成
、
数
値
図
化
、
数
値
地
形
図)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
九
月
十
二
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

加
茂
郡
富
加
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

恵
那
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類
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公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

恵
那
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

岐
阜
県
共
有
空
間
デ
ー
タ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
県

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

空
中
写
真
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
、
養
老
郡
養
老
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
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第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

海
津
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
羽
島
市
、
瑞
穂
市
、
海
津
市
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
、
安
八
郡

輪
之
内
町
及
び
安
八
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
池
田
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

池
田
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

揖
斐
郡
池
田
町
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